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第７章 評点法による評点結果 
 

「革新的次世代石油精製等技術開発」、「石油燃料次世代環境対策技術開発」、

「高効率水素製造等技術開発」及び「重質油等高度対応処理技術開発」に係るプロ

ジェクト評価の実施に併せて、以下に基づき、本評価検討会委員による「評点法に

よる評価」を実施した。その結果は「３．評点結果」のとおりである。 

 

１．趣 旨 
 

評点法による評価については、産業技術審議会評価部会の下で平成 11 年度に評

価を行った研究開発事業（39 プロジェクト）について「試行」を行い、本格的導入

の是非について評価部会において検討を行ってきたところである。その結果、第 9

回評価部会（平成 12 年 5 月 12 日開催）において、評価手法としての評点法につい

て、 

 (1)数値での提示は評価結果の全体的傾向の把握に有効である、 

 (2)個々のプロジェクト毎に評価者は異なっても相対評価はある程度可能である、 

との判断がなされ、これを受けて今後のプロジェクト評価において評点法による評

価を行っていくことが確認されている。 

 また、平成 21 年 3 月 31 日に改定された「経済産業省技術評価指針」においても、

プロジェクト評価の実施に当たって、評点法の活用による評価の定量化を行うこと

が規定されている。 

これらを踏まえ、プロジェクトの中間・事後評価においては、 

 (1)評価結果をできる限りわかりやすく提示すること、 

 (2)プロジェクト間の相対評価がある程度可能となるようにすること、 

を目的として、評価委員全員による評点法による評価を実施することとする。 

  本評点法は、各評価委員の概括的な判断に基づき点数による評価を行うもので、

評価報告書を取りまとめる際の議論の参考に供するとともに、それ自体評価報告書

を補足する資料とする。また、評点法は研究開発制度評価にも活用する。 
 

２．評価方法 
 

・各項目ごとに４段階（Ａ(優)、Ｂ(良)、Ｃ(可)、Ｄ(不可)<ａ，ｂ，ｃ，ｄも同

様>）で評価する。 

・４段階はそれぞれ、Ａ(ａ)＝３点、Ｂ(ｂ)＝２点、Ｃ(ｃ)＝１点、Ｄ(ｄ)＝０

点に該当する。 

・評価シートの記入に際しては、評価シートの《判定基準》に示された基準を参

照し、該当と思われる段階に○を付ける。 

・大項目（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ）及び小項目（ａ，ｂ，ｃ，ｄ）は、それぞれ別に評

点を付ける。 

・総合評価は、各項目の評点とは別に、プロジェクト全体に総合点を付ける。   



                                                                                                                                    

３．評点結果 

                    

  評点法による評点結果   

  （Ａ．革新的次世代石油精製等技術開発）   
    評点 

Ａ 

委員 

Ｂ 

委員 

Ｃ 

委員 

Ｄ 

委員 

Ｅ 

委員    

   １．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 3.00  3  3  3  3  3  
 
  

   ２．研究開発等の目標の妥当性 2.60  2  3  2  3  3  
 
  

   ３．成果、目標の達成度の妥当性 2.80  3  3  2  3  3  
 
  

   ４．事業化、波及効果についての妥当性 2.20  2  2  2  3  2  
 
  

   ５．研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･体制･資金･費用対効果等の妥当性 3.00  3  3  3  3  3  
 
  

   ６．総合評価 3.00  3  3  3  3  3  
 
  

 

         
  

  
        

  

  
        

  

  
        

  

  
        

  

  
        

  

                    

 

 



                                                                                                                                    

 

                    

  評点法による評点結果   

  （Ｂ．石油燃料次世代環境対策技術開発）   
    評点 

Ａ 

委員 

Ｂ 

委員 

Ｃ 

委員 

Ｄ 

委員 

Ｅ 

委員    

   １．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 2.80  3  3  2  3  3  
 
  

   ２．研究開発等の目標の妥当性 2.40  2  2  2  3  3  
 
  

   ３．成果、目標の達成度の妥当性 2.60  3  3  2  2  3  
 
  

   ４．事業化、波及効果についての妥当性 2.00  2  2  3  1  2  
 
  

   ５．研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･体制･資金･費用対効果等の妥当性 2.20  3  2  2  1  3  
 
  

   ６．総合評価 2.20  3  2  2  1  3  
 
  

 

         
  

  
        

  

  
        

  

  
        

  

  
        

  

  
        

  

                    

 



                                                                                                                                    

 

                    

  評点法による評点結果   

  （Ｃ．高効率水素製造等技術開発）   
    評点 

Ａ 

委員 

Ｂ 

委員 

Ｃ 

委員 

Ｄ 

委員 

Ｅ 

委員    

   １．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 2.60  3  3  2  2  3  
 
  

   ２．研究開発等の目標の妥当性 2.80  2  3  3  3  3  
 
  

   ３．成果、目標の達成度の妥当性 2.60  3  2  3  2  3  
 
  

   ４．事業化、波及効果についての妥当性 2.00  2  2  3  1  2  
 
  

   ５．研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･体制･資金･費用対効果等の妥当性 2.40  3  2  2  2  3  
 
  

   ６．総合評価 2.60  3  2  3  2  3  
 
  

 

         
  

  
        

  

  
        

  

  
        

  

  
        

  

  
        

  

                    



                                                                                                                                    

 

                    

  評点法による評点結果   

  （Ｄ．重質油等高度対応処理技術開発）   
    評点 

Ａ 

委員 

Ｂ 

委員 

Ｃ 

委員 

Ｄ 

委員 

Ｅ 

委員    

   １．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 2.60  2  3  2  3  3  
 
  

   ２．研究開発等の目標の妥当性 2.80  2  3  3  3  3  
 
  

   ３．成果、目標の達成度の妥当性 2.80  2  3  3  3  3  
 
  

   ４．事業化、波及効果についての妥当性 2.20  1  2  2  3  3  
 
  

   ５．研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･体制･資金･費用対効果等の妥当性 2.80  3  3  2  3  3  
 
  

   ６．総合評価 2.80  2  3  3  3  3  
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